
一般会計歳入予算一覧

所属名　こども青少年局

(単位：千円)

通し ７ 年 度 ８ 年 度 増 減

番号 当 初 ① 予 算 案 ② (②-①)

1 712,354 387,348 △ 325,006

2 712,336 387,330 △ 325,006

3 712,336 387,330 △ 325,006

4 1節　保育所使用料 公立保育所保育料等 610,306 278,242 △ 332,064 ※

5 2節　幼稚園使用料 市立幼稚園一時預かり事業利用料 74,010 74,010 0

6 3節　青少年施設使用料 こども文化センター 11,165 11,165 0

7 4節　其他使用料 行政財産の目的外使用料 16,855 23,913 7,058

8 18 18 0

9 18 18 0

10 1節　こども相談センター手数料 各種診断書の発行に係る手数料 18 18 0

11 124,337,788 121,114,099 △ 3,223,689

12 107,328,244 105,769,400 △ 1,558,844

13 107,328,244 105,769,400 △ 1,558,844

14 1節　こども育成費負担金 49,966,123 50,920,682 954,559

15
子どものための教育・保育給付費に対
する負担金等

49,966,123 50,636,945 670,822

16
乳児等のための支援給付費に対する負
担金

0 283,737 283,737

17 2節　児童福祉費負担金 児童手当給付費に対する負担金等 53,041,656 50,574,080 △ 2,467,576

18 3節　母子福祉費負担金 児童扶養手当給付費に対する負担金 4,320,465 4,274,638 △ 45,827

19 17,009,448 15,342,009 △ 1,667,439

20 17,009,448 15,342,009 △ 1,667,439

21 1節　こども青少年費補助金 689,266 630,185 △ 59,081

22
こども家庭センターの運営に対する補助
金等

687,599 619,955 △ 67,644

23
総合福祉システム改修経費に対する補
助金

0 10,230 10,230

24
（医療助成システム改修経費に対する補
助金）

1,667 0 △ 1,667

25 2節　こども育成費補助金 13,177,570 11,648,298 △ 1,529,272

26
民間保育所等整備事業に対する補助金
等

13,170,104 11,648,298 △ 1,521,806

15款　使用料及手数料

科 目 説 明 備 考

16款　国庫支出金

2項　手数料

4目　こども青少年手数料

1項　使用料

4目　こども青少年使用料

4目　こども青少年費国庫補助金

1項　国庫負担金

3目　こども青少年費国庫負担金

2項　国庫補助金
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所属名　こども青少年局

(単位：千円)

通し ７ 年 度 ８ 年 度 増 減

番号 当 初 ① 予 算 案 ② (②-①)
科 目 説 明 備 考

27
（クラウド環境を活用した放課後児童ク
ラブに関する業務効率化事業に対する
補助金）

7,466 0 △ 7,466

28 3節　児童福祉費補助金 987,932 719,018 △ 268,914

29
民間児童養護施設等整備事業に対する
補助金等

882,407 719,018 △ 163,389

30
(出産・子育て応援交付金事業に対する
補助金)

105,525 0 △ 105,525

31 4節　母子福祉費補助金
ひとり親家庭自立支援給付金事業に対
する補助金等

493,683 510,077 16,394

32 5節　児童保健費補助金 産後ケア事業に対する補助金等 393,970 486,218 92,248

33 6節　児童福祉施設費補助金 640,373 500,103 △ 140,270

34
公立保育所民営化推進事業に対する補
助金等

578,019 500,103 △ 77,916

35
（市設建築物の緊急安全対策等（阿武
山学園）に対する補助金）

62,354 0 △ 62,354

36
7節　こども相談センター費補助
金

626,654 839,032 212,378

37 児童相談所整備事業に対する補助金等 614,654 839,032 224,378

38
（一時保護所管理運営費に対する補助
金）

12,000 0 △ 12,000

39 8節　幼稚園費補助金
市立幼稚園における医療的ケア児対応
看護師の配置に対する補助金

0 9,078 9,078

40 96 2,690 2,594

41 96 2,690 2,594

42 1節　福祉統計調査委託金 福祉統計調査に対する委託金 96 2,690 2,594

43 32,074,465 31,705,674 △ 368,791

44 24,995,223 24,741,879 △ 253,344

45 24,995,223 24,741,879 △ 253,344

46 1節　こども育成費負担金 20,023,418 20,044,004 20,586

47
子どものための教育・保育給付費に対
する負担金等

20,023,418 19,996,714 △ 26,704

48
乳児等のための支援給付費に対する負
担金

0 47,290 47,290

49 2節　児童福祉費負担金 児童手当給付費に対する負担金 4,971,805 4,697,875 △ 273,930

50 7,079,040 6,963,665 △ 115,375

51 7,079,040 6,963,665 △ 115,375

17款　府支出金

1項　府負担金

4目　こども青少年費府補助金

3目　こども青少年費府負担金

2項　府補助金

4目　こども青少年費委託金

3項　委託金
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所属名　こども青少年局

(単位：千円)

通し ７ 年 度 ８ 年 度 増 減

番号 当 初 ① 予 算 案 ② (②-①)
科 目 説 明 備 考

52 1節　こども青少年費補助金
こども家庭センターの運営に対する補助
金等

183,884 125,296 △ 58,588

53 2節　こども育成費補助金 4,008,492 4,194,448 185,956

54
子どものための教育・保育給付費に対
する補助金等

4,001,026 4,194,448 193,422

55
（クラウド環境を活用した放課後児童ク
ラブに関する業務効率化事業に対する
補助金）

7,466 0 △ 7,466

56 3節　児童福祉費補助金 1,382,418 1,151,906 △ 230,512

57
こども医療費助成事業に対する補助金
等

1,329,656 1,151,906 △ 177,750

58
(出産・子育て応援交付金事業に対する
補助金)

52,762 0 △ 52,762

59 4節　母子福祉費補助金 1,233,459 1,185,997 △ 47,462

60
ひとり親家庭医療費助成事業に対する
補助金

1,233,459 1,181,246 △ 52,213

61
若年ひとり親家庭等支援事業に対する
補助金

0 4,751 4,751

62 5節　児童保健費補助金 産後ケア事業に対する補助金等 153,304 195,907 42,603

63 6節　児童福祉施設費補助金
保育所等の事故防止の取組強化事業に
対する補助金等

82,354 73,366 △ 8,988

64
7節　こども相談センター費補助
金

児童虐待防止対策推進事業に対する補
助金等

26,830 28,446 1,616

65 8節　青少年育成費補助金 若者自立支援事業に対する補助金 8,299 8,299 0

66 202 130 △ 72

67 202 130 △ 72

68 1節　こども青少年費交付金
認定こども園情報提供事務に対する交
付金

202 130 △ 72

69 262,599 303,479 40,880

70 257,704 291,826 34,122

71 257,704 291,826 34,122

72 1節　土地賃貸料 未利用地賃貸料等 107,799 146,134 38,335

73 2節　建物賃貸料 建物賃貸料 149,905 145,692 △ 4,213

74 4,895 11,653 6,758

75 4,895 11,653 6,758

76 1節　蓄積基金利子 蓄積基金の運用利子収入 4,895 11,653 6,758

77 669,345 397,861 △ 271,484

2項　利子及配当金収入

2目　蓄積基金利子

19款　財産売却代

18款　財産収入

1項　財産貸付収入

1目　賃貸料

4目　こども青少年費府交付金

4項　府交付金
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所属名　こども青少年局

(単位：千円)

通し ７ 年 度 ８ 年 度 増 減

番号 当 初 ① 予 算 案 ② (②-①)
科 目 説 明 備 考

78 669,345 397,861 △ 271,484

79 642,795 397,861 △ 244,934

80 1節　其他不用地 不用地売却代 642,795 397,861 △ 244,934

81 26,550 0 △ 26,550

82 1節　不用建物 （不用建物売却代） 26,550 0 △ 26,550

83 235,961 809,654 573,693

84 235,961 809,654 573,693

85 235,961 809,654 573,693

86 1節　こども青少年費寄附金 こども青少年関係事業に対する寄附金 235,961 809,654 573,693

87 150,968 169,357 18,389

88 101,396 88,774 △ 12,622

89 101,396 88,774 △ 12,622

90 1節　繰入金
母子父子寡婦福祉貸付資金会計からの
繰入金

101,396 88,774 △ 12,622

91 49,572 80,583 31,011

92 47,121 78,132 31,011

93
1節　青少年活動振興基金繰入
金

青少年活動振興基金からの繰入金 47,121 78,132 31,011

94 2,451 2,451 0

95 1節　教育振興基金繰入金 教育振興基金からの繰入金 2,451 2,451 0

96 15,728,016 14,112,192 △ 1,615,824

97 44,000 43,733 △ 267

98 44,000 43,733 △ 267

99 1節　延滞金 保育所保育料延滞金 44,000 43,733 △ 267

100 15,684,016 14,068,459 △ 1,615,557

101 13,418,643 11,830,891 △ 1,587,752

102 1節　児童福祉事業収入 民間保育所に係る保育料等 3,523,870 1,464,001 △ 2,059,869 ※

103 2節　児童福祉施設収入
公立保育所に係る教育・保育給付費収
入等

9,894,773 10,366,890 472,117

104 1,664,146 1,745,020 80,874

105 1節　幼稚園施設収入
市立幼稚園に係る教育・保育給付費収
入

1,664,146 1,745,020 80,874

106 2,104 1,985 △ 119

3項　蓄積基金繰入金

21款　繰入金

7目　こども青少年費寄附金

20款　寄附金

1項　寄附金

1目　土地売却代

1項　不動産売却代

23款　諸収入

1項　延滞金、加算金及過料

2目　建物売却代

1目　延滞金

21目　教育振興基金繰入金

8目　青少年活動振興基金繰入金

1項　特別会計繰入金

3目　母子父子寡婦福祉貸付資金
会計繰入金

6項　雑入

17目　日本スポーツ振興センター
負担金収入

10目　幼稚園施設収入

9目　児童福祉事業収入
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所属名　こども青少年局

(単位：千円)

通し ７ 年 度 ８ 年 度 増 減

番号 当 初 ① 予 算 案 ② (②-①)
科 目 説 明 備 考

107
1節　日本スポーツ振興センター
負担金収入

災害共済給付制度に係る保護者負担金 2,104 1,985 △ 119

108 123,484 107,164 △ 16,320

109 1節　市税外収入 保育所保育料等の過年度収入 123,484 107,164 △ 16,320

110 475,639 383,399 △ 92,240

111 1節　雑収 475,639 383,399 △ 92,240

112 広告収入、私用光熱水費に係る収入等 320,889 263,415 △ 57,474

113 公立保育所幼児給食提供料 154,750 119,984 △ 34,766

114 3,416,000 4,106,000 690,000

115 3,416,000 4,106,000 690,000

116 3,416,000 4,106,000 690,000

117 1節　こども青少年事業資金 こども青少年事業に係る市債 3,416,000 4,106,000 690,000

177,587,496 173,105,664 △ 4,481,832歳入合計

4目　こども青少年債

24款　市債

1項　市債

20目　過年度収入

21目　雑収
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使用料・手数料の改定等

（歳入予算一覧中、備考欄に「※」の記載があるもの）

（令和8年9月から）

項目 現行 改定後 概要

※

≪一般会計≫ 　どのような家庭状況であっても、等し
く、子育てができる環境の整備を推進する
ため、全員の保育料無償化を実施します。

【減収額】
　令和8年度：2,309百万円
〔平年度化：3,958百万円〕

保育所保育料 第１子　軽減なし
第２子以降　無料

全員無料


